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前 文 

 

 

この計画は、国土利用計画法（以下「法」という）第２条に

示された土地及び国土利用の基本理念に即して、公共の福祉を

優先させ、自然環境の保全を図りつつ、健康で文化的な生活環

境の確保と国土の均衡ある発展を図ることを目的として、法第

８条に基づき本村の区域における村土の利用に関し、必要な事

項を定めた計画（以下「大玉村計画」という）です。 

法第７条に基づき定められた福島県計画及び第五次大玉村

総合振興計画に即して策定し、計画の目標年度は第五次大玉村

総合振興計画とあわせ令和 12 年度とします。 

 

この計画では、村土を①農用地（田・畑・ 採草放牧地）、②

森林、③原野、④水面・河川・水路、⑤道路（一般道路・農道・

林道）、⑥宅地（住宅地・工業用地・その他の宅地）、⑦その他

の地目に区分し、利用にあたっての基本構想と、目標年度にお

ける面積規模の目標、目標達成のための措置について定めます。 

東日本大震災から約 10 年が経過し、震災避難者の住宅需要

が一段落する一方、立地に恵まれた本村は、まち・ひと・しご

と創生法がめざす地方創生の施策効果もあいまって、都市的な

土地利用の需要が、今後も増大していくものと考えられます。 

こうした中、本計画は、震災の年を含め、一貫して作付けを

維持してきた農地の保全を軸に、その営農に大きな影響をもた

らす里山、山林の保全も図りながら、村全体が、自然環境との

調和のとれた均衡ある発展を図る計画をめざしています。 

この計画は、策定時点での社会情勢を可能な限り反映してい

ますが、今後、そうした社会情勢などに重大な変動があった場

合や、福島県計画や第五次大玉村総合振興計画の改定時におい

て、必要に応じて見直しを行います。 
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１ 村土利用の現状と課題 

 

(1) 大玉村の現状 
 

① 村土の概要 
 

本村は日本百名山に数えられる安達太良山の山麓に位置し、村土は６割以

上を森林が、２割以上を農用地が占めています。すなわち村土全体の８割以

上が農林地であり、この豊かな自然が村民の生活や生産活動の基盤となって

います。 

村土の地域特性として、西部の高地（山岳部）から東部の低地（平野部）

にかけて、安達太良山を頂く森林地帯、その安達太良山を望む里山的な山麓

地帯、平野部の水田地帯が分布しています。村域には、防風林「いぐね」や

蔵など、農村集落的な景観が残る一方、村東部の国道４号沿いを中心に、大

型商業施設や工業団地などの景観も見られます。また、村内には、安達太良

山を源流として村東端を北流する阿武隈川へ注ぐ清涼な複数の水系があり、

豊かな水と緑の中に村民の暮らしが成り立っています。 

本村は、村域の大半から遠景として安達太良山を望むことができます。こ

の安達太良山は、水や森林資源など多くの恵みを与えてくれる本村の最大の

地域資源であり、本村のむらづくりの象徴として、村民の心のよりどころと

なっています。 

 

② 産業的土地利用の特性 
 

本村は、農業が基幹産業として発展し、米を中心に、大豆やそば、野菜、

果樹、肉牛、生乳などが幅広く生産されています。昭和 40 年代からは土地

改良事業が実施され、ほ場整備と三ツ森ため池、用・排水路の整備を柱とす

る生産の近代化が図られました。安達太良山麓の肥沃な扇状地で水利条件も

よく、おいしい米の生産地として内外に知られていますが、兼業農家率が高

く、従事者の高齢化や後継者不足も進んでおり、遊休農地も生じるなど、そ

の解消が課題となっています。 

一方、村土の６割を占める森林も本村の重要な資源ですが、木材価格の低

迷や林業生産活動の低下により、手入れの行き届かない森林が増加していま

す。 

また、広域的には、本村は福島県中通り地方の中央に位置し、村内には主
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要な交通軸である国道４号、東北縦貫自動車道、ＪＲ東北本線が南北に通っ

ており、この交通の利便性にも恵まれた地の利を生かして、これまで２つの

工業団地を中心とした企業誘致が進められてきました。さらに、沿道立地型

の商業施設の集積も進み、平成 18 年には大型ショッピングセンターもオー

プンしています。 

 

遊休農地：農地、採草放牧地、混牧林地にある耕作放棄地、不作地(未利用樹園地を含む)、及び荒

らしづくり地 

 

③ 社会経済状況の土地利用への影響 
 

全国的に少子高齢化が進行し、長期的に日本の人口は減少傾向に移行する

と見通されている中で、本村でも高齢化が進行しつつあるものの、本村の人

口は、昭和 50 年以降、緩やかながら一貫して増加を続けています。第五次

大玉村総合振興計画では今後も定住人口の増加を見込んでおり、住宅需要に

応える土地利用が要請されます。 

平成 23 年３月 11 日に発生した東日本大震災及び東京電力福島第一原子力

発電所事故は、本村の社会経済にも大きな打撃を与えました。震災から約 10

年が経過し、復興は進みつつありますが、令和２年に起こった新型コロナウ

イルス感染症の蔓延による社会経済活動の自粛の影響から脱するためにも、

事業者の投資意欲に応える都市的土地利用の推進が求められます。 

また、横堀平地区の旧林野庁苗畑跡地８ｈａは、村に払い下げられ、その

一部が、東京電力福島第一原子力発電所事故により、相双地域住民のための

「大玉村安達太良応急仮設住宅」となり、平成 2７年度からは、災害公営住

宅に移行して村が運営しており、その北側の仮設住宅跡地は、公共・公益的

施設として、地域の活性化につながる土地利用の推進を図ることが課題とな

っています。 
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(2)  村土利用の課題 
 

① 環境と調和した土地利用の促進 
 

本村では、村の特性である豊かな自然環境、農村集落的な美しい景観の保

全を望む村民意向が多く、特に安達太良山の眺望を守ることに対する意識が

高くなっています。そのため、村土利用においては、自然環境や美しい景観

を次世代に継承していくことを念頭におき、環境と調和のとれた土地利用を

促進する必要があります。 

 

② 農用地・森林の多面的機能の向上 
 

農用地及び森林については、中山間地域を中心に農用地の耕作放棄、遊休

化が進み、また、森林の管理水準の低下による、村土保全や水資源のかん養、

自然環境の保全・形成といった多面的機能の低下が懸念されています。これ

らの機能向上を図る上で、農用地や森林の保全は重要な課題です。 

 

③ 定住・就業の場の確保 
 

人口が緩やかに増加を続ける中、今後とも安定的な人口増加を見込んでい

る本村において、住宅地や事業所・商業施設等の用地の確保は重要な課題で

す。 

そのため、優良な農用地、森林の保全に留意しながら、将来の住宅等の開

発需要に対応した土地利用を進める必要があります。 

 

④ 村土利用の質的向上 
 

地形など自然的条件と適合した土地利用による村土の安全性の確保、快適

な生活環境の創造に向けての一層の配慮など、引き続き、村土利用の質的向

上を図る必要があります。 
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２ 村土利用の方向 

 

(1) 村土利用の基本理念 
 

村土は、現在及び将来における村民のためのかけがえのない限られた貴重な

資源であるとともに、生活及び生産等諸活動の基盤で、村民共通の資産です。 

そのため、村土の利用は、東日本大震災からの復興に努めながら、村民の公共

の福祉を優先させ、自然環境の保全を図りつつ、地域の自然的、社会経済的及び

文化的諸条件に配慮して、健康で文化的な生活環境の確保と村土の均衡ある発

展につながる土地の適正な利用と管理を図ります。 

 

(2)  村土利用の基本方針 
 

① 計画的な土地利用の推進 
 

第五次大玉村総合振興計画で掲げている将来像「小さくても輝く 大いな

る田舎 美しい村 大玉村」をめざし、政策目標１「力強い産業の復興・創生」、

政策目標２「みんなで支える安心生活」、政策目標３「自然を生かした快適な

暮らし」、政策目標４「夢を育てる教育・子育て」を実現するために、大玉村

農業振興地域整備計画や大玉村都市計画マスタープランなど、関連する計画

の推進状況をふまえながら、適正かつ合理的な土地利用を推進します。 

 

② 自然環境・景観の保全 
 

本村では、豊かな自然が村民の生活及び生産活動の基盤であり、そうした

自然は一度破壊すると元に戻らない不可逆性を有するため、貴重な自然環境、

農村集落的な美しい景観の維持・保全を図る土地利用を推進していきます。 

 

③ 農業的土地利用の推進 
 

農業は、日照や降雨などの気象現象と地域にある土地、地域の人的資源を

利用し、食料等を生産し、地域内外に販売する産業です。その地域の気候・

風土・土壌等が付加価値を生み、額面上の出荷額以上の地域振興効果が得ら

れるほか、自然循環機能の維持や教育効果など多面的な機能を有しています。 
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農地は、この農業生産の中でもとりわけ重要な資源であり、土づくりの如

何によって生産性に大きな差が生じるほか、一度放棄すると再生が困難であ

ることから、現在ある農地を精力的な営農活動によって保全していくほか、

村内に点在する遊休農地の解消を図っていきます。 

 

④ 自然的土地利用と都市的土地利用の調和 
 

都市部に近く、主要な交通軸が通る本村では、住宅・事務所・商業施設な

ど都市的な土地利用の需要の増加が見込まれます。 

そのため、安達太良山を望む里山的な山麓地帯、平野部の水田地帯におい

ては、自然的土地利用との調和のもと、都市的な土地利用の誘導を図ってい

きます。とりわけ国道４号沿線は、交通利便性のよさや平坦な地形、広い道

路区画などから、開発適地と考えられるため、自然景観などに配慮しながら、

工場や商業施設の立地など都市的な土地利用を誘導していきます。 

 

⑤ 公共・公益的施設用地の確保 
 

大玉村には、役場をはじめ、農村環境改善センター、小中学校、保育所、

ふれあいセンター、アットホームおおたまなど多くの公共・公益的施設があ

ります。また、村内外を幹線道路や生活道路が結んでいるほか、水道・電気・

ガス・電話などのライフライン基盤が整備されています。 

これからも、村民の豊かな暮らしや産業の発展のために、こうした公共・

公益的施設機能の一層の充実が不可欠であり、それぞれの施設の特性や、自

然環境面、防災面などに配慮しながら、引き続き公共・公益的施設用地の確

保を図っていきます。 
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(3)  利用区分別の基本方針 
 

① 農用地 
 

農業生産の基本となる農用地については、過去の傾向から、今後も利用面

積の減少が予想されますが、自然環境保全をはじめとする農用地の多面的機

能を鑑み、最小限の減少に留めることを基本方針としていきます。 

そのために、かんがい施設等生産基盤の整備・長寿命化の促進、意欲ある

担い手への土地利用の集積、低農薬・減肥料など環境負荷に配慮した生産の

促進、さらには耕畜連携による農業資源の有効活用などにより、村内農業者

の営農活動を支援し、優良農用地の保全と遊休農地の解消を図っていきます。 

都市的土地利用の需要に対応するための農地転用については、農業振興地

域の整備に関する法律など関連する法制度等に基づき、農業の健全な発展と

の調和を図りながら、適切な調整に努めます。 

 

② 森林 
 

森林は、林産資源の生産機能ばかりではなく、水資源のかん養、山地災害

防止など、村民が安心して豊かな生活を営む上で重要な機能を果たしていま

す。また、多様な動植物の生息の場であるとともに、温室効果ガスである二

酸化炭素の吸収源としての役割も果たしています。 

今後とも、利用面積の減少が予想されますが、こうした多面的な機能・役

割を鑑み、最小限の減少に留めることを基本方針としていきます。 

そのために、森林経営管理制度により、経営に適した区画の意欲と能力の

ある林業経営者による経営、経営に適さない区画の村による経営を一体的に

推進するとともに、ふくしま森林再生事業により、森林の育成管理と放射性

物質対策の一体的推進を図り、林業の振興と手入れの行き届いた美しく安全

な山林づくりを両立させていきます。 

 

③ 水面・河川・水路 
 

水面・河川・水路は、水資源利用の観点から村民の生活、生産活動の基盤

として重要であり、一方で、河川の氾濫などの自然災害から生活・生産の場

を守る対策も十分に図られる必要があります。 

このため、既存の水面・河川・水路の適切な維持管理を図るとともに、農
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業用用排水施設や生活排水処理施設、その他治水のための施設・設備の長寿

命化対策や必要性を鑑みた新設のために必要な用地の確保を図ることを基

本方針とします。 

また、水生生物等による水質浄化作用や、多様な生物の生息・生育環境と

しての機能、さらには親水空間としての機能の維持・向上を図っていきます。 

 

④ 道路 
 

道路は、人や車両が通行する場であり、人々の生活や生産活動の拠点を結

ぶ大切な交通施設です。自然環境の保全や、建設・維持管理費用の後年度負

担に留意しながら、村民意向に沿って整備を進めることを基本方針とします。 

東北縦貫自動車道や国道・県道については、国土の均衡ある発展やわが国

の持続的な経済成長、安全性の向上等をめざした整備に対し、村民意向を十

分に反映しながら、必要な用地の確保を促進していきます。また、既存道路

の適切な維持管理を関係機関に積極的に働きかけていきます。 

村道については、人や物資の移動における利便性、安全性の向上をめざし、

必要な用地を確保し、計画的に整備を進めるとともに、既存道路の適切な維

持管理に努めます。 

なお、これらの道路の整備に当たっては、安全で円滑な交通の確保、交通

障害の防止、歩行者等交通弱者の安全確保に配慮した交通安全施設の整備の

推進を図るとともに、防災機能の向上、公共・公益施設の収納機能などの多

面的機能の発揮に配意します。 

 

⑤ 宅地 
 

住宅地、工業用地、店舗・事務所・倉庫用地などの宅地については、村の

発展の基盤であることから、自然的土地利用との調和のもと、需要に応じた

用地の確保を基本方針とします。 

特に住宅地については、第五次大玉村総合振興計画の政策目標「みんなで

支える安心生活」のための基盤として、定住需要に応じた用地の拡充を図る

とともに、自然環境・景観と調和した安全・安心で潤いある居住空間の形成

を図ります。 

また、工業用地、店舗・事務所などの宅地については、村総合振興計画の

政策目標「力強い産業の復興・創生」をめざして、安定した就労機会の創出

と、地域経済の発展を図るための基盤として、既存用地・既存施設の維持・

確保を図ります。 
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⑥ その他 
 

役場をはじめとする公共・公益的施設については、生活上の重要性を鑑み、

自然的土地利用との調和のもと、必要な用地の確保を図ることを基本方針と

します。 
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(4) 利用区分ごとの規模の目標 
 

本計画の目標年度における、村土の利用区分ごとの規模の目標を以下の通り

見込みます。 

この目標は、利用区分別の村土の利用の状況と変化についての調査や、第五次

大玉村総合振興計画に掲げる目標人口、主要事業などに基づき、利用区分別に必

要な土地面積を予測し、土地利用の実態との調整を行い定めるものです。 

利用区分ごとの規模の目標 （ｈａ） 

  令和７年 令和 12 年 

農用地 1,614  1,579  

  
農地 1,613  1,578  

採草放牧地 1 1 

森林 4,950  4,950  

原野 248  248  

水面・河川・水路 119  118  

道路 358  359  

道   一般道 254  257  

  農道 86  84  

  林道 18  18  

宅地 317  341  

  住宅地 210  229  

  工業用地 27  32  

  その他の宅地 80  80  

その他 338  349  

村土合計 7,944 7,944 

※過去の土地利用の推移や事業による潰廃の計画をもとに推計 
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(5)  地域別の基本方針 
 

村土を以下の４つの地域に区分し、村土利用の基本方針を定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 東部地域 
 

本地域の国道４号沿道（ＪＲ東北本線～村道宮下・高久線）については、

広域交流軸としての特性を活かし、大玉村の魅力を発揮する場として、また

村民の雇用を確保する場として、安達太良山の眺望の確保、周辺の田園や環

境との調和などに配慮しつつ、商工業の振興を図るための計画的な土地利用

を進めます。 

県道須賀川・二本松線及び村道大山・松沢線（安達太良ドリームライン）

を中心とした地区は、住宅地として生活基盤の一層の充実を図り、良好な居

住環境の形成を図ります。その際、生活に潤いと豊かさを与える森林、田園
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については、積極的な保全と適切な指導に努めます。 

 

② 中央部地域 
 

本地域の農用地については、今後も本村の基幹産業である農業の基盤とし

て、その保全と有効利用を図ります。 

特に、中山間地域の森林及び農用地については、生産条件の不利性を補正

するため必要な措置を講ずるとともに、立地条件を活かした地域特産物の振

興、自然学習の場としての利用を図ります。 

住宅地については、生活基盤の一層の充実を図り、良好な居住環境の形成

に努めます。 

横堀平地区の旧林野庁苗畑跡地は、公共・公益的施設用地などとして活用

を図っていきます。 

 

③ 中央山間部地域 

 

本地域は、大名倉山や高松山などを有する標高 300～500ｍの里山地域で

あり、近年、環境保全をテーマとした都市住民との交流も盛んに行われてい

ることから、多面的機能を有する森林の保全に努めるなど、自然的土地利用

の維持に努めます。 

 

④ 西部地域 
 

安達太良山の自然は、村民の誇りであるとともに、農業基盤を支える上で

重要な役割を担っています。そのため、今後も引き続き豊かな自然環境の保

護に努め、土地利用の転換については十分な検討を図ります。また、本地域

は観光レクリエーション拠点の機能を有していることから、積極的な環境美

化に努めるとともに、自然環境や動植物に十分配慮した道路や散策路等の整

備を進めます。 

さらに、本村の田園を潤す水の供給源であることから、下流域に著しく影

響を及ぼす施設等の立地が行われないよう適切な指導に努めます。 
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３ 計画実現にむけての措置の概要 

 

(1) 土地利用の転換の適正化 
  

土地利用の転換を図る場合には、その転換の不可逆性及び地域社会に与え

る影響の大きさに十分留意した上で、人口及び産業の動向、周辺の土地利用

の状況、社会資本の整備状況など自然的・社会的条件を勘案して適正に行う

よう努めます。特に、農地、森林を含め自然的土地利用が減少している一方、

低未利用地が増加していることに鑑み、低未利用地の有効利用を通じて、自

然的土地利用面積の減少を抑制することを基本とします。 

また、農用地の転用を行う場合には、食料生産の確保、農業の経営安定及

び地域農業や景観・自然環境等に及ぼす影響に留意し、優良農用地が確保さ

れるよう十分配慮します。 

森林の転用を行う場合には、公益的機能の低下による災害の発生や環境の

悪化等を防ぐため、保安林や機能の高い森林の利用転換を抑制することを基

本とし、周辺の土地利用との調整を図ります。 

大規模な土地利用の転換については、国・県や村の諸計画との整合を図る

とともに、周辺の地域を含めて事前に十分な調査と調整を行い、適正な土地

利用の確保を図ります。 

 

(2) 土地の有効利用の促進 
 

土地は限られた貴重な資源であるとともに、生活及び生産等村民諸活動の

基盤であることから、土地の所有者等が、本計画の趣旨を生かした良好な土

地管理と有効な土地利用を図るよう誘導しながら、利用区分ごとに以下のよ

うな有効利用策を推進していきます。 

農用地については、高生産で効率的な農業展開のための農業生産基盤の更

新・高度化や、地域の農業の持続的な発展を支える担い手への利用集積を図

ります。 

森林については、多面的機能が高度に発揮されるよう、保全対策を進める

とともに、自然観察の場やレクリエーション利用の場として総合的な利用を

図ります。 

水面・河川・水路については、治水及び利水機能の向上のほか、地域の景
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観としての水辺空間や人と水とのふれあいの場の形成を図ります。 

道路については、道路緑化等による良好な景観形成、災害時における緊急

輸送路、避難路の機能強化など、道路空間の多面的機能の強化とその有効利

用を図ります。 

宅地については、無秩序な拡散を抑制するとともに、居住機能、商業機能、

業務機能など多様な機能の集積を図ります。住宅の耐震性能・環境性能の向

上や長寿命化を誘導し、住宅地の持続的利用を図るとともに、工業用地につ

いては、既存工業団地等の未利用地の有効利用を基本としつつ、必要な工業

用地の整備を計画的に進めます。 

 

(3) 災害に強い村土づくり 
 

村民の生命、身体、財産を将来にわたって守る安全・安心なむらづくりに

向け、地震や風水害、土砂災害、火災など、あらゆる災害に強い村土をつく

るための必要な措置を進めます。 

農地や森林の有する洪水防止機能、土砂の流出抑制機能、水源のかん養機

能などの強化を図るとともに、公共施設、橋梁などの耐震性の確保のための

改修・更新、公園などのオープンスペースの適正な配置を図ります。 

近年、気候変動の影響により記録的な集中豪雨等が全国で相次いでおり、

本村でも令和元年東日本台風により被害が発生したところです。河川の氾濫

やため池の決壊等の災害を防ぐために、利水ダムの洪水調節や防災重点ため

池の改修、田んぼに排水桝を設置し、ダムとしての利用などを行い、流域治

水の推進を図ります。 

 

(4) 環境にやさしい村土利用の推進 
 

国立公園内などの原生的な自然については、厳格な行為規制などにより厳

正な保全を図ります。里山などを含めた二次的自然については、人の営みと

自然の営みのバランスの取れた自然環境の維持・形成を図るため、農林業活

動を通じた維持・管理とそのために必要な施設の整備などにより、多様な主

体による保全活動を促進します。 

また、水環境への負荷を低減し、健全な水循環系の構築を図るため、生活

排水の適切な浄化に努めます。 

さらに、畜産排泄物の堆肥化や、バイオマス、水力などの再生可能なエネ
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ルギーの利用などを促進し、循環型社会の形成に向けた、自然を生かした土

地利用を推進します。 

 
 

(5) 適切な土地利用のための啓発と担い手育成 
 

自然との調和を図りながら村土を将来にわたって有効に活用していくた

めには、村民一人ひとりが自身の所有地だけでなく、地域の公益的な土地の

利用に関しても愛着と関心を持ち、協力して適切な利用を図ることが重要で

す。土地月間などを活用して、そうした土地利用に関する啓発を図るととも

に、農業後継者、新規就農者、起業者など、村土利用の担い手の育成を進め

ます。 

 

(6) 基礎調査の推進と計画の適切な進行管理 
 

地価調査や放射線の調査など、土地に関する基礎的な調査を推進し、土地

の所有、取引、利用、地価などに関する情報の収集、整備、利用を図ります。 

また、有識者等で構成される大玉村土地利用検討委員会や庁内の企画調整

委員会において、随時、土地利用の状況を把握・検討し、計画の適切な進行

管理に努めます。 
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1,915 1,787 1,601 1,407 1,266 1,201 1,202 

5,082 5,110 5,140 5,195 5,323 5,389 5,205

982 1,266 1,598 1,805 1,875 1,979 2,216 
0 0 0 0 0 5 56 7,979 8,163 8,339 8,407 8,464 8,574 8,679
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（人）

年齢不詳

65歳以上

15～64歳

15歳未満

  

(1) 主要指標の推移 
 

① 人口等の推移 
 

年齢３区分別人口の推移 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

その他の主要指標の推移 

  平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 資料 

総人口（人） 8,339 8,407 8,464 8,574 8,679 国勢調査 

 

 

 

 

（第 3 次産業には分類不能の

産業を含む） 

世帯数（世帯） 1,803 1,965 2,090 2,253 2,619 

就業者総数（人） 4,357 4,499 4,349 4,077 4,585 

  第 1 次産業 870 742 619 492 566 

  第 2 次産業 1,825 1,855 1,580 1,462 1,537 

  第 3 次産業 1,662 1,902 2,150 2,123 2,482 

販売農家戸数（戸） 1,044 872 819 700 604 農林業センサス 

  専業 53 53 58 73 97 

  第 1 種兼業 167 93 100 67 56 

  第 2 種兼業 824 726 661 560 451 

道路延長（ｍ） 370,430 370,176 372,683 374,019 376,555   

  高速道路 5,200 5,200 5,200 5,200 5,200 NEXCO 東日本 

  一般国道 2,907 2,907 2,907 2,907 2,907 国県道現況調査 

  県道 37,539 37,210 36,884 36,873 36,831 

  村道 324,784 324,859 327,692 329,039 331,617 村道道路台帳 

自動車保有台数 6,531 7,503 7,800 8,072 9,109 福島運輸支局  
 

  平成22年 平成24年 平成27年 平成29年 資料 

村内総生産（百万円） 18,686 24,185 21,866 22,273 福島県市町村民経済計算  

  第 1 次産業 1,098 1,277 1,128 1,281 

  第 2 次産業 3,931 8,461 7,531 6,476 

  第 3 次産業 13,584 14,335 13,081 14,403 

  輸入品に課される税・関税等 73 112 125 114 
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② 村土の法規制の指定の推移 
 

 区 分 名称 指定年月日 告示番号 指定場所・面積等  

国
土
保
全 

土砂災害警戒区域 宮ノ前 平成 26 年 9 月 30 日 福島県告示第 590 号 急傾斜地の崩壊（特別警戒区域）  

〃 竜ヶ作沢 平成 27 年 3 月 27 日 福島県告示第 211 号 土石流（特別警戒区域）  

〃 山口瀬戸２ 平成 30 年 2 月 9 日 福島県告示第 90 号 土石流（特別警戒区域）  

〃 前ヶ岳沢 平成 30 年 2 月 9 日 福島県告示第 90 号 土石流（特別警戒区域）  

〃 相ノ沢１ 平成 30 年 2 月 9 日 福島県告示第 90 号 土石流（特別警戒区域）  

〃 相ノ沢２ 平成 30 年 2 月 9 日 福島県告示第 90 号 土石流（特別警戒区域）  

〃 大山 平成 30 年 2 月 9 日 福島県告示第 90 号 土石流（特別警戒区域）  

〃 曲藤沢 平成 30 年 2 月 9 日 福島県告示第 90 号 土石流（特別警戒区域）  

〃 中屋敷 平成 30 年 2 月 9 日 福島県告示第 90 号 土石流  

〃 鳶巣 平成 30 年 2 月 9 日 福島県告示第 90 号 土石流（特別警戒区域）  

〃 弥三郎平１ 平成 30 年 2 月 9 日 福島県告示第 90 号 土石流（特別警戒区域）  

〃 弥三郎平２ 平成 30 年 2 月 9 日 福島県告示第 90 号 土石流（特別警戒区域）  

〃 向山 平成 30 年 3 月 30 日 福島県告示第 301 号 急傾斜地の崩壊  

〃 竹ノ内 平成 30 年 3 月 30 日 福島県告示第 301 号 急傾斜地の崩壊（特別警戒区域）  

〃 本揃 平成 30 年 3 月 30 日 福島県告示第 301 号 急傾斜地の崩壊（特別警戒区域）  

〃 寺沢 平成 30 年 12 月 4 日 福島県告示第 881 号 土石流  

〃 南作 令和元年 10 月 29 日 福島県告示第 342 号 土石流（特別警戒区域）  

〃 間黒 令和 3 年 10 月 19 日 福島県告示第 696 号 土石流（特別警戒区域）  

〃 曲藤 令和 3 年 10 月 19 日 福島県告示第 696 号 土石流（特別警戒区域）  

〃 小姓内沢 令和 3 年 10 月 19 日 福島県告示第 696 号 土石流（特別警戒区域）  

〃 定場 令和 3 年 10 月 19 日 福島県告示第 696 号 土石流（特別警戒区域）  

〃 又兵衛山 3-1 令和 3 年 10 月 19 日 福島県告示第 696 号 土石流（特別警戒区域）  

〃 又兵衛山 3-2 令和 3 年 10 月 19 日 福島県告示第 696 号 土石流（特別警戒区域）  

〃 又兵衛山 3-3 令和 3 年 10 月 19 日 福島県告示第 696 号 土石流（特別警戒区域）  

砂防指定地 石筵川 ※郡山市内を含む 明治 37 年 11 月 30 日 内務省告示第 97 号 44.12 ha  

〃 杉田川 昭和 17 年 8 月 18 日 内務省告示第 540 号 18.00 ha   

〃 杉田川 昭和 28 年 12 月 11 日 建設省告示第 1483 号 16.80 ha   

〃 安達太良川 昭和 36 年 1 月 14 日 建設省告示第 47 号 2.70 ha   

〃 杉田川 ※二本松市内を含む 昭和 39 年 8 月 31 日 建設省告示第 2492 号 2.12 ha   

〃 七瀬川 昭和 42 年 3 月 31 日 建設省告示第 980 号 21.54 ha   

〃 安達太良川 昭和 44 年 3 月 19 日 建設省告示第 616 号 11.26 ha   

〃 井戸神沢 ※二本松市内を含む 昭和 57 年 9 月 25 日 建設省告示第 1604 号 1.30 ha   

〃 杉田川 昭和 60 年 12 月 17 日 建設省告示第 1818 号 2.97 ha   

〃 寺沢 平成 14 年 3 月 14 日 国土交通省告示第 188 号 3.22 ha   

〃 又兵衛山 2 号 平成 27 年 7 月 22 日 国土交通省告示第 875 号 0.29 ha  

保安林 高松山 昭和 29 年 10 月 23 日 農林省告示第 696 号 149.9090 ha   

〃 三ッ森山 昭和 30 年 11 月 14 日 農林省告示第 943 号 1.1072 ha   

〃 神明 昭和 30 年 11 月 14 日 農林省告示第 943 号 1.1489 ha   

〃 龍ヶ作、神明、五里田 昭和 60 年 10 月 24 日 農林省告示第 1613 号 2.7709 ha   

〃 龍ヶ作 平成 29 年 10 月 26 日 農林水産省告示第 1625 号 1.5900 ha  

〃 中田山、金山 令和元年 5 月 31 日 農林水産省告示第 327 号 18.1753 ha  

河川区域 
杉田川、七瀬川、百日川、安達太良川（1

級） 
昭和 40 年 3 月 24 日 河川法施行令第 45 号 28,523ｍ 

 

環
境
保
全 

国立公園 磐梯朝日国立公園 ※村内面積 昭和 25 年 9 月 5 日 厚生省告示第 232 号 1,600 ha  

鳥獣特別保護区 前ヶ岳鳥獣保護区 ※二本松市内を含む 平成 14 年 10 月 29 日 福島県告示第 918 号 517 ha  

天然記念物 天然記念物馬場桜 昭和 11 年 12 月 16 日 文部省告示第 367 号     
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(2) 利用区分の定義・面積の把握方法 
 

利用区分 定義 面積の把握方法 

１．  農用地 
農地法第２条第１項に定める農地

及び採草放牧地の合計。 
 

  １）農地 
耕作の目的に供される土地であっ

て畦畔を含む。 

「福島農林水産統計年報」（東北農政局福島農

林統計協会発行）の「Ⅱ 耕地の部」「2 耕地面

積」による。 

  ２）採草放牧地 

農地以外の土地で、主として耕作

又は養蓄の事業のための採草又

は家畜の放牧の目的に供されるも

の。 

「世界農林業センサス林業調査報告書」のうち

「採草放牧に利用されている面積」のうち「森林

以外の草生地(野草地)」。 

２． 森林  
国有林と民有林の合計。林道面積

は含まない。 
 

  

１）国有林 

ア．林野庁

所管国有林 

国有林野法第２条に定める国有林

野から採草放牧地を除いたもの。 

「福島県森林・林業統計書」（福島県農林水産

部）の１保有形態別森林面積による。 

※国有林は林道面積が含まれているのでこれを

除く。 

  
イ．官行造林

地 

旧公有林野等官行造林法第１条

の規定に基づき契約を締結してい

るもの。 ※村内に該当無し。 

  

ウ．その他省

庁所管国有

林 

林野庁以外の国が所有している森

林法第２条第１項に定める森林。 

※村内に該当無し。 

  ２）民有林 森林法第５条に定める民有林。 

３．原野 

「農林業センサス調査報告書」の

「森林以外の草生地（野草地）」か

ら「採草放牧地」又は国有林に係る

部分を除いた面積。 

 

４． 水面、河川、水路 水面、河川及び水路の合計。  

  １）水面 
湖沼（人造湖及び天然湖沼）並び

に溜池の満水時の水面。 

溜池は「農業用ため池データベース」による。 

 

池沼は、「大玉村固定資産概要調書」の「総括

表池沼」の池沼評価総地積。 

  ２）河川 

河川法第 4 条に定める一級河川、

同法第 5条に定める二級河川及び

同法第 100 条による準用河川の同

法第 6 条に定める河川区域。 

福島県土木部県北建設事務所照会。 

  ３)水路 農業用用排水路。 

水路面積は以下の算式による。 

水路面積＝（整備済水田面積×整備済水田の

水路率）＋（未整備水田面積×未整備水田の水

路率） 

整備済水路率 6.7% 

未整備水路率 4.8%   
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利用区分 定義 把握方法 

５． 道路 

一般道路、農道及び林道の合計。

車道部（車道、中央帯、路肩）、歩

道部、自転車道部及び法面等から

なる。※私道、道路運送法第 2 条

第8項の自動車道及び港湾道路は

含まない。 

 

  １）一般道路 
道路法第 2 条第 1 項に定める道

路。 

ア．「自動車道」 

 NEXCO 東日本照会。 

イ．「国道・県道」 

 国県道現況調書（福島県土木部道路総室）の

道路敷面積による。 

ウ．「村道」 

 村道台帳の道路敷面積による。 

  ２）農道 

農地面積に一定率を乗じた圃場内

農道及び「市町村農道台帳」の農

道延長に一定幅員を乗じた圃場外

農道。 

農道面積は以下の算式による。 

 

農道面積＝圃場内農道面積＋圃場外農道面積 

圃場内農道面積＝水田地域における圃場内農

道面積(A)＋畑地域における圃場内農道面積(B) 

 

ただし、 

(A)＝（整備済水田面積×整備済水田の農道率） 

 ＋（未整備水田面積×未整備水田の農道率） 

(B)＝（整備済畑面積×整備済畑の農道率） 

 ＋（未整備畑面積×未整備畑の農道率） 

 

田農道率 整備済 6.2% 未整備 4.4% 

畑農道率 整備済 6.7% 未整備 2.3% 

  ３）林道 国有林林道及び民有林林道。 

ア．国有林内林道 

関東森林管理局照会。 

イ．民有林内林道 

「福島県森林・林業統計書」による。 

６．  宅地 

建物の敷地及び建物の維持又は

効用を果たすために必要な土地で

ある。 

「固定資産の価格等の概要調査」の宅地の評価

総地積に非課税地積を加えたものである。 

  １）住宅地 

「固定資産の価格等の概要調書」

の評価総地積の住宅用地に、非課

税地積のうち、都道府県営住宅用

地、市町村営住宅用地及び公務員

住宅用地を加えたもの。 

「固定資産の価格等の概要調査」の小規模住宅

用地、一般住宅用地、村営住宅地積、教員住宅

地積による。 

  ２）工業用地 

村内の工業団地面積及び、村内の

主な企業、規模の大きい企業跡地

の面積を集計したもの。 

参考：大玉第一工業団地約 13ha 

 大玉第二工業団地約 3ha 

  ３）その他の宅地 
1)、2)の区分のいずれにも該当しな

い宅地。 
「宅地」から 1)住宅地及び 2)工業用地等を除く。 

７．その他 

国土面積から「農用地」「森林」「原

野」「水面・河川・水路」「道路」及び

「宅地」の各面積を差し引いたもの

である。 

参考：大玉カントリークラブ 104.8ha 

 村施設等 23.8ha 

 小中学校・幼稚園 9.0ha 公園 1.6ha 

 鉄軌道用地 5.8ha 

８．市街地 
国勢調査の「人口集中地区」であ

る。 
※村内に該当無し。 
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(3) 利用区分別目標面積の推計 
 

単位：ha 

利用区分 
令和２年 

現況 

令和７年 

目標 

令和 12 年 

目標 
算出方法 

１．農用地 1,650  1,614  1,579  ①現況面積－②潰廃面積=③目標面積 

  １）農地 1,649  1,613  1,578    

    

（ａ）田 1,199  1,170  1,141  

①現況面積 1,199ha 

    ②潰廃面積 

      ア．自然潰廃 

    農用地の転用実績（H23～R2） 

                  →75,523 ㎡（7,552 ㎡/年） 

    R12 まで 7,552 ㎡/年の転用が続くと設定 

      イ．事業による潰廃（主要転換要因事業による潰廃） 

    50.4ｈａ 

    ③目標面積  （①－（ア＋イ）） 

    

（ｂ）畑 450  443  437  

①現況面積 450ha 

    ②潰廃面積 

      ア．自然潰廃 

    農用地の転用実績（H23～R2） 

                  →132,811 ㎡（13,281 ㎡/年） 

    R12 まで 13,281 ㎡/年の転用が続くと設定 

      イ．事業による潰廃（主要転換要因事業による潰廃） 

    0.2ｈａ 

  ２）採草放牧地 1  1  1  変化なし 

２．森林 4,950  4,950  4,950  ①現況面積－②潰廃面積=③目標面積 

  

１）国有林 2,819  2,819  2,819  

①現況面積 2,824ha-林道 5ha 

  ②潰廃面積  

    ア．自然潰廃は無いものとする 

    イ．事業による潰廃（主要転換要因事業による潰廃） 

      特に無し （森林管理所照会） 

  変化なし 

  

２）民有林 2,131  2,131  2,131  

①現況面積 2,131ha 

    ※森林面積 2,144ha-林道面積 13ha 

  ②潰廃面積 

    ア．自然潰廃は無いものとする 

    イ．事業による潰廃（主要転換要因事業による潰廃） 

    0.1ha 

３．原野 248  248  248  変化なし  

４．水面、河川、水路 121  119  118    

  

１）水面 19  19  19  

土地改良区溜池水面面積 13.24ha  

  固定資産概要調書 池沼 7.49ha×70.36％≒5.51ha 

  変化なし 
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  ２）河川 26  26  26  変化なし 

  

３)水路 76  74  73  

①「田」面積×②水路率=③目標面積 

  ①「田」面積 

    整備済み：未整備＝82：18 で按分する 

  ②水路率 

    整備済み  0.067  未整備  0.048 

５．道路 357  358  359    

  

１）一般道路 251  254  257  

①現況面積＋②増加面積=③目標面積 

  ①現況面積 

    ア．「自動車道」  12.7ha 

    イ．「国道」      7.3ha 

    ウ．「県道」     49.2ha 

    エ．「村道」    182.2ha 

  ②増加面積（主要転換要因事業等による増加） 

    0.7ha（社会資本整備総合交付金事業分） 

    5ha（４号沿線開発分） 

  

２）農道 88  86  84  

①「田」「畑」面積×②道路率=③目標面積 

  ①「田」「畑」面積 

    ア．「田」 

    整備済み：未整備＝82：18 で按分する 

    イ．「畑」 

    整備済み：未整備＝36：64 で按分する 

  ②道路率 

    ア．「田」 

      整備済み 0.062     未整備  0.044  

    イ．「畑」 

      整備済み 0.067     未整備  0.023  

  ３）林道 18  18  18  変化なし  

６．宅地 292  317  341  ①現況面積＋②増加面積=③目標面積 

  

１）住宅地 190  210  229  

①現況面積 190ha 

  ②増加面積 

    ア．自然潰廃（農用地から宅地への転用実績（H23～R2）） 

     (ｱ)田から宅地→64,112㎡（6,411 ㎡/年） 

       R12 まで 6,411 ㎡/年の転用が続くと設定 

     (ｲ)畑から宅地→71,514㎡（7,151 ㎡/年） 

       R12 まで 7,151 ㎡/年の転用が続くと設定 

     (ｳ)森林から宅地→2,811 ㎡（281 ㎡/年） 

       R12 まで 281 ㎡/年の転用が続くと設定 

    イ．事業による増加（主要転換要因事業よる増加） 

    0.1ha（社会資本整備総合交付金事業分） 

    25ha（４号沿線開発分） 

  ③目標面積（①＋②） 

  

２）工業用地 22  27  32  

①現況面積  22ha 

  ②増加面積 10ha（４号沿線開発分） 

  ③目標面積（①＋②） 
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  ３）その他の宅地 80  80  80  変化なし 

７．その他 326  338  349  

現況面積  326ha 

①現況面積＋②増加面積=③目標面積 

②増加面積 

  ア．自然潰廃（１～６の差引） 

  イ．事業による増加（主要転換要因事業よる増加） 

0.1ha（屯所建設分） 

10ha（４号沿線開発分） 

③目標面積（①＋②） 

合計 7,944  7,944  7,944    
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(4) 利用区分別面積の推移 
 

単位：ｈａ 

利用区分 
平成 

18 年 

平成 

22 年 

平成 

23 年 

平成 

24 年 

平成 

25 年 

平成 

26 年 

平成 

27 年 

平成

28 年 

平成

29 年 

平成

30 年 

令和

元年 

令和

２年 

令和２年 

構成比 

農用地 1,782  1,751  1,738  1,738  1,736  1,732  1,732  1,709 1,668 1,653 1,651 1,650 20.8% 

  

農地 1,767  1,750  1,737  1,737  1,735  1,731  1,731  1,708 1,667 1,652 1,650 1,649   

田 1,270  1,260  1,250  1,250  1,250  1,250  1,250  1,230 1,200 1,200 1,200 1,199   

畑 497  490  487  487  485  481  481  478 467 452 450 450   

採草放牧地 15  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1    

森林 4,916  4,894 4,893 4,893 4,886 4,923 4,923 4,923 4,923 4,923 4,950 4,950 62.3% 

  国有林 2,836  2,827  2,826 2,826 2,819 2,819 2,819 2,819 2,819 2,819 2,819 2,819   

  民有林 2,080  2,067 2,067 2,067 2,067 2,104 2,104 2,104 2,104 2,104 2,131 2,131   

原野 118  152  152  152  152  152  152  248  248 248 248 248 3.1% 

水面・河川・水路 128  127  124  124  124  124  124  123 121 121 121 121 1.5% 

  水面 20  20  19  19 19 19 19 19 19 19 19 19   

  河川 26  26  26  26  26  26  26  26 26 26 26 26   

  水路 82  81  79  79  79  79  79  78 76 76 76 76   

道路 327 360 363 364 366 355 357 351 352 354 356 357 4.5% 

  一般道 220  255 253 254 256 245 247 242 245 248 250 251   

  農道 90  88  92  92  92  92  92  91 89 88 88 88   

  林道 17  17  18  18  18  18  18  18  18  18  18  18    

宅地 261 270 272 274 274 276 278 284 286 290 291 292 3.7% 

  住宅地 170 175 176 177 177 179 180 183 186 188 189 190   

  工業用地 20 20 20 20 20 20 21 22 22 22 22 22   

  その他の宅地 71  75  76  77  77  77  77  79  78  80  80  80    

その他 414 392 404 401 408 382 378 306 346 355 327 326 4.1% 

村土合計 7,946  7,946  7,946  7,946  7,946  7,944  7,944  7,944  7,944  7,944  7,944  7,944  100.0% 
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(5) 主要転換要因の設定 
 

単位：ｈａ 

※主要な事業のみ掲載している。 

  

事業名 施行区域 事業 事業 農　用　地 森林 原野 水面・河川・水路 道　　路 宅　　地 その他 合計

主体 年度 田 畑
採草
放牧地

水面 河川 水路 一般道 農道 林道 住宅地 工場 その他

屯所建設 村 3-12 0.1 0.1

0.1 0.1

社会資本整備 〃 22-7 0.3 0.1 0.1 0.5

総合交付金事業 0.5 0.5

〃 〃 1-5 0.1 0.1 0.2

0.2 0.2

国道４号沿線開発 民間 3-12 50.0 50.0

5.0 25.0 10.0 10.0 50.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

50.4 0.2 0.1 0.1 50.8

5.7 25.0 10.0 10.1 50.8

南線・石橋線

国道４号沿線

減少合計

増加合計

12年までの

進捗率

村内

大玉西部幹線
横断道路
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(6) 転換源地目と転換先地目の対応表 
 

 

 

  

  

 

 

 

 

 
        

田 畑
採草
牧草
地

水面 河川 水路
一般
道

農道 林道 住宅地 工場 その他

田 5.3 31.4 10 11.3 58 -58 1,199 1,141
畑 0.2 7.2 5.2 12.6 -13 450 437
採草牧草地 0 0 1 1

0.1 0.3 0.4 -0.4 4,950 4,950
0 0 248 248

水面 0 0 19 19
河川 0 0 26 26
水路 0.2 2.8 3 -3 76 73
一般道路 0 6 251 257
農道 0.2 3.8 4 -4 88 84
林道 0 0 18 18
住宅地 0.1 0.1 39 190 229
工業地 0 10 22 32
その他の宅地 0 0 80 80

0 23 326 349

0 0 0 0 0 0 0 0 5.7 0 0 39.3 10 0 23.1 0 7,944 7,944

宅地

その他

計　（増加）Ａ

目標年
(R12)
面積

農用地

森林
原野

水面・河川
・水路

道路

道路 宅地

その他

計

(減少)
Ｂ

差引
増減
Ａ-Ｂ

基準年
(R2)
面積

　　　　　　　　　　転換先

転換元

農用地 森林 原野 水面・河川・水路
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(7) 国土利用計画大玉村計画 現況図 
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(8) 国土利用計画大玉村計画 構想図 
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(9) 計画策定の経過 
 

国土利用計画大玉村計画策定経過 

 

令和２年 １月～２月  アンケート調査実施 

     ４月     アンケート調査集計終了 

     ６月２２日  三役ヒアリング 

     ８月２６日  グループインタビュー① 

    １０月 ５日  庁内各課ヒアリング① 

    １０月 ６日  庁内各課ヒアリング② 

    １０月 ７日  グループインタビュー② 

令和３年 ２月～３月  区長、老人クラブ連合会ほか１５団体ヒアリング 

     ６月２１日  大玉村土地利用計画検討委員会（諮問） 

     ７月 ８日  企画調整委員会① 

     ７月 ９日  福島県との事前協議開始 

     ７月２１日  企画調整委員会② 

     ９月１６日  議会全員協議会説明 

    １０月 ５日  パブリックコメント開始 

    １０月２２日  パブリックコメント終了 

    １１月 ９日  福島県との事前協議終了 

    １１月１２日  大玉村土地利用計画検討委員会（答申） 

    １１月１５日  国土利用計画大玉村計画 策定 
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(10) 大玉村土地利用計画検討委員会委員名簿  
 

大玉村土地利用計画検討委員会委員名簿 

 

No 役 職 区 分 現   職 氏     名 

1 農業委員会 会長 渡 邉 栄 治 

2 農業委員会 会長職務代理者 遠 藤 勝 栄 

3 教育委員会委員 教育長職務代理者 伊 藤 忠 和 

4 教育委員会委員   斎 藤 雄一郎 

5 公共的団体役職員 JAふくしま未来大玉支店長 武 田 正 広 

6 公共的団体役職員 大玉村商工会長 斎 藤   泉 

7 公共的団体役職員 商工会女性部長 安 田 ひさこ 

8 公共的団体役職員 大玉村赤十字奉仕団委員長 鈴 木 華 子 

9 公共的団体役職員 文化団体連絡協議会長 青 木 秋 男 

10 公共的団体役職員 体育協会長 武 田 悦 子 

11 公共的団体役職員 消防団長 髙 橋 信 一 

12 学識経験者 大玉村民生児童委員協議会長 武 田 伸 一 

13 学識経験者 老人クラブ連合会長 青 木 秋 男 

14 学識経験者 まゆみの里副施設長 落 合 良 二 

15 学識経験者 大玉村社会福祉協議会常務理事兼事務局長 根 本 達 弥 

16 学識経験者 大玉村婦人会長 後 藤 みづほ 

17 区長 区長会会長 菊 地   隆 

18 区長 区長会副会長 渡 邊 憲 一 
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